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○新年度の議会の予算と活動内容（主なもの）をお知らせします。 
議員報酬・手当 （７４，６５０，０００円） 

   ＊町議会議員１８人に対して毎月支給される報酬・期末手当の額は次のとおりです 
    月額報酬                    期末手当 
     議長・・・・・３３０，０００円（ １人）      １，６６９，８００円（６月・１２月の合計） 
     副議長・・・２６４，０００円（ １人）      １，３３５，８４０円（同上） 
     委員長・・・２３６，０００円（ ４人）      １，１９４，１６０円（同上、１人当たり） 
     議員・・・・・２１１，０００円（１２人）      １，０６７，６６０円（同上、１人当たり） 
＊議員年金関係 
    町議会議員の年金は、掛金（月額報酬の中から、毎月１人当たり３１，５００円を支出）と、

町費（負担金（月額１人当たり２３，１００円）及び事務費）により運営されています。 
 
議会運営費 （８，４１８，０００円） 

   ＊町議会議員の本会議等（本会議・常任委員会・議会運営委員会・特別委員会）への出席、

道内外での事務調査・研修会への参加に係る費用弁償（旅費）の額は次のとおりです 
     本会議・委員会等費用弁償・・・・・４３６，０００円（年額） 

（本会議・委員会等出席に係る日当は支給されておりません。） 
     道内事務調査費用弁償・・・・・１９４，０００円（年額） 
     議員研修会費用弁償・・・・・・・３５７，０００円（弟子屈町、音更町、町内） 
     各ふるさと会出席、優良町村視察等旅費・・・・・５３１，０００円（東京、札幌、旭川等） 
   ＊会議録（本会議・予算等審査特別委員会・決算審査特別委員会）の作成等にかかる予算

は次のとおりです 
     会議録作成（録音テープ反訳から製本まで外部委託）・・・・・３，５１６，０００円 
     会議録データ作成（上記の会議録をデータ化）・・・・４２０，０００円 
     会議録検索システム使用料・・・・・・・８８２，０００円（年額） 
    
事務局費 （３，３９９，０００円） 

   ＊議会だより・まめ通信の発行に係る予算の額は次のとおりです。 
      議会だより（年間４回）・・・・・４９４，０００円（年額） 
      まめ通信（年間８回）・・・・・・１６８，０００円（同上） 



○４月議会臨時会（４月２０日開会）の結果 
  ＊町税条例の改正 

     地方税法等の改正に伴い、町税条例を改正しようとするもので、２人の議員から反対討論

がありましたが、賛成多数で原案のとおり可決しました。主な改正点は次のとおりです。 
      ・個人町民税の均等割の改正（２，０００円から３，０００円に） 
      ・老年者控除（４８万円）の廃止（６５歳以上で合計所得金額が１，０００万円以下） 
      ・土地、建物等の譲渡所得の課税の特例 
        長期譲渡所得・・・・・税率の改正、１００万円の特別控除の廃止 
        短期譲渡所得・・・・・税率の改正 
  ＊国民健康保険税条例の改正 
     地方税法の改正に伴い、長期譲渡所得に係る特別控除が廃止されたことによる条文を

整理しようとするもので、原案のとおり可決しました。 

 議員会議員研修会を開催しました。 
   日 時 ： ４月２４日（土）午後２時～午後３時４５分 
場 所 ： ふれあい交流館  大ホール 

   内 容 ： 基調講演「地域が自立するための条件」 
          講師 ： 北海道大学大学院法学研究科 教授 神 原   勝 氏 

   ＊議員研修会の様子は、後日、町のホームページ、議会のページに掲載する予定です。 

○６月議会定例会（予定） 
 ＊６月議会定例会は、８日（火）から２２日（火）の会期で開催される予定です。 
 ＊この内、本会議は、８日（火）初日、１５日（火）・１６日（水）一般質問、２２日

（火）最終日の４日の予定です。 
 ＊定例会の会期・本会議開催日・提案される議案等につきましては、５月２７日

（木）開催の議会運営委員会で決定します。 
  なお、一般質問の通告の内容については、改めてお知らせいたします。 

皆さんの町政です。 議会を傍聴しましょう！ 
＊ 議会における本会議の様子は、どなたでも見学することができます。 
＊ 町のホームページ（議会のページ）からインターネット網で議会の様子を

生中継で配信しています。 
＊ また、過去の本会議（定例会・臨時会）、予算等審査特別委員会、決算等

審査特別委員会の様子は、町内６か所に設置されている情報端末やご自宅

のパソコンで録画画像をいつでもご覧になることが出来ます。 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｍｕｒｏ．ｎｅｔ／ 

お問い合わせ：議会事務局  ＴＥＬ６２－２６１１（内線３１３） 


